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中
国
研
究
集
刊 

珠
号
（
総
五
十
九
号
）
平
成
二
十
六
年
十
二
月　

五
五
︱
六
二
頁

山
片
蟠
桃
『
夢
ノ
代
』
雑
書
篇
訳
注（
六
）

岸
田
知
子

一
、
テ
キ
ス
ト
は
、
関
西
大
学
図
書
館
所
蔵
写
本
を
底
本
と
し

た
。
こ
れ
に
句
読
点
等
を
施
し
た
日
本
思
想
大
系
（
岩
波
書

店
）
本
を
参
照
し
た
。

一
、
漢
字
は
常
用
漢
字
を
用
い
た
。

一
、
コ
ト
、
ド
モ
、
シ
テ
を
記
す
記
号
は
カ
ナ
表
記
に
改
め
た
。

一
、
送
り
仮
名
・
振
り
仮
名
の
う
ち
片
仮
名
は
底
本
に
よ
る
。
平

仮
名
は
訳
注
者
が
施
し
た
。

一
、
底
本
の
欄
外
書
き
込
み
は
（
欄
外
：
）
と
し
て
該
当
箇
所
に

挿
入
し
た
。

一
、［　

］
は
底
本
で
は
章
末
に
あ
る
。
別
本
に
拠
る
も
の
と
思

わ
れ
る
。
岩
波
本
に
従
っ
て
本
文
中
に
挿
入
し
た
。

一
、
各
章
の
タ
イ
ト
ル
は
訳
注
者
が
つ
け
た
。
な
お
、
注
は
な
る

べ
く
わ
か
り
や
す
く
詳
し
く
書
い
た
。

廿
一　
《
現
実
の
政
治
》

　

塩
鉄
論
①
ノ
書
ハ
覇
術
②
ノ
書
ナ
リ
ト
イ
ヘ
ド
モ
、
事
実
ニ
ア

テ
ヽ
行
フ
ニ
ハ
、
カ
ク
ア
ラ
デ
ハ
叶
ハ
ザ
ル
モ
ノ
ナ
リ
。
ス
デ
ニ

漢
以
後
ノ
政
事
ハ
、
王
道
行
フ
ベ
カ
ラ
ズ
。
孟
子
王
道
ヲ
説
ク
③
。

世
人
ミ
ナ
迂う

遠え
ん

ニ
シ
テ
事
情
ニ
遠
ト
ウ
ザ
カル
ト
ス
④
。
況
ヤ
後
世
ヲ
ヤ
。

後
世
ニ
テ
ハ
徒
い
た
づ
らニ
王
道
ヲ
説
ク
ト
モ
、
徒
善
・
徒
法
⑤
ニ
ナ
リ

テ
行
フ
コ
ト
ア
タ
ハ
ズ
。
儒
ヲ
学
ブ
モ
ノ
ミ
ナ
空
論
ヲ
吐
テ
、
事

実
ニ
施
ス
コ
ト
ア
タ
ハ
ズ
。
ユ
ヘ
ニ
人
道
・
世
道
ト
仁
義
ノ
道
ト

別
物
ト
ナ
ル
。
今
ス
デ
ニ
事
ヲ
執
リ
テ
、
実
行
ニ
施
サ
ン
ト
ス
。

今
ノ
俗
ヲ
修
ム
ベ
キ
ノ
ミ
。
徒
ニ
王
道
ヲ
用
ヒ
テ
、
人
情
服
ス
ベ

カ
ラ
ズ
。
行
ハ
ザ
レ
バ
止や
む

ベ
シ
。
実
ニ
行
フ
テ
政
ヲ
セ
ン
ト
ス
。

今
ノ
俗
ニ
ヨ
リ
、
今
ノ
法
ヲ
主
本
ト
シ
テ
、
過ス
グ
ルヲ

損ソ
ン

ジ
、
不ヲ
ヨ
ハ
ザ
ル及ヲ
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補ヲ
ギ
ナヒ

、
絶タ
ヘ

タ
ル
ヲ
継ツ

キ
、
廃ス
タ
レタ

ル
ヲ
興オ
コ

シ
、
華ク
ハ
ビ美

僣セ
ン
シ
ヤ
ウ上

ヲ
ノ
ゾ

キ
、
文
学
・
武
備
ヲ
修
メ
テ
、
行
フ
ニ
年
ヲ
以
テ
シ
、
ツ
イ
ニ
風

ヲ
移ウ
ツ

シ
俗
ヲ
易カ

フ
ベ
シ
。
カ
ク
ア
ラ
ザ
レ
バ
能
ハ
ザ
ル
ナ
リ
⑥
。

俄に
わ
かニ

風
俗
ヲ
変
ゼ
ン
ト
シ
テ
ハ
、
人
情
ニ
サ
カ
ヒ
テ
、
却
テ
変

害
ヲ
招
ク
モ
ノ
ナ
リ
。
ユ
ヘ
ニ
儒
者
タ
ル
モ
ノ
、
常
ニ
腕ウ
デ

ヲ
サ
ス

リ
テ
、
天
下
掌
タ
ナ
コ
コ
ロ
ノ
内
ニ
シ
テ
治お
さ
む
ベ
シ
ト
罵ノ
ノ
シ
リ
テ
、
コ
レ
ニ
政

ヲ
授サ
ヅ

ケ
ラ
ル
ヽ
寸と
き

ハ
、
俄
ニ
風
俗
ニ
ア
ハ
ザ
ル
新
政
ヲ
行
ヒ
テ
、

害
ヲ
招
ク
モ
ノ
ナ
リ
⑦
。
然
レ
バ
則
す
な
は
ち

俗
ニ
随し
た
がヒ

、
古
法
ニ
ヨ
リ

テ
、
ヤ
ウ
〳
〵
ニ
善
政
ニ
移
シ
行ユ
ク

ニ
過
ザ
ル
ナ
リ
。
又
人
ヲ
以
テ

人
ヲ
治
ム
ル
ノ
法
、
其
人
ア
レ
ハ
政
挙ア
ガ

リ
、
其
人
ナ
ケ
レ
バ
政
廃

ム
。
唯た
だ

コ
レ
治
人
ア
リ
テ
治
法
ナ
キ
ノ
ミ
。
無
理
ニ
聖
人
ノ
法
制

ニ
従
フ
ニ
モ
及
バ
サ
ル
ナ
リ
。
聖
人
ノ
法
ヲ
用
イ
⑧
ザ
レ
バ
カ
ナ

ハ
ザ
ル
コ
ト
ハ
、
其
正
心
・
誠
意
⑨
・
修
身
⑩
ノ
コ
ト
ナ
リ
。
天

下
国
家
ヲ
治
ム
ル
ノ
法
ハ
、
時
ニ
従
ヒ
テ
良
法
イ
ク
ラ
モ
⑪
ア
ル

ベ
シ
。
孔
子
モ
顔
淵
ニ
告
ル
ニ
、
殷
輅ろ

ニ
ノ
リ
、
夏
正
ヲ
行
ヒ
、

周
冕ベ
ン

ヲ
服
ス
ベ
シ
⑫
ト
ノ
玉
フ
ナ
ラ
ズ
ヤ
。
一
概
ニ
古
制
ニ
泥な
づ

ム

ベ
カ
ラ
ザ
ル
ナ
リ
⑬
。
漢
土
三
代
⑭
ノ
時
ト
今
ノ
日
本
ト
、
元
来

土
地
ノ
隔ヘ
タ

タ
ル
コ
ト
五
百
里
、
年
代
⑮
後お
く

ル
ヽ
コ
ト
三
千
年
、
ア

ニ
ソ
ノ
法
用
ユ
ベ
ケ
ン
ヤ
。
ユ
ヘ
⑯
ニ
史
記
ノ
八
書
ヨ
リ
シ
テ
歴

史
ノ
志
書
、
ミ
ナ
ソ
ノ
世
代
ノ
風
俗
・
法
制
ヲ
挙あ

ク
モ
ノ
ミ
ナ
シ

カ
リ
。
塩
鉄
論
ノ
ゴ
ト
キ
ハ
、
ソ
ノ
時
代
ノ
政
法
・
制
度
ヲ
正
シ

タ
ル
モ
ノ
ユ
ヘ
、
三
代
ノ
風
ニ
ハ
合
ザ
ル
ナ
リ
⑰
。
後
世
ノ
儒
家

ヲ
ヒ
〳
〵
時
政
ノ
得
失
ヲ
挙あ

げ
ろ
ん論

ズ
ル
ヲ
ミ
ル
ニ
、
其
書
ニ
臨ノ
ゾ

ミ
テ

ハ
王
道
ノ
コ
ト
ハ
一
言
モ
ナ
ク
シ
テ
、
唯
ソ
ノ
時
政
ヲ
挙
ゲ
テ
カ

ク
改
革
ア
リ
タ
キ
ト
云
ニ
過
ギ
ス
。
大
学
或
問
⑱
・
政
談
⑲
・
経

済
録
⑳
ノ
ル
イ
ヲ
以
テ
ミ
ル
ベ
シ
。（
欄
外
：
熊
沢
㉑
・
物
部
㉒
・

太
宰
㉓
ノ
人
々
王
道
ヲ
行
ヒ
タ
キ
コ
ト
ハ
ヤ
マ
〳
〵
ニ
テ
口
ニ
モ

論
ジ
説
ニ
モ
挙
タ
ケ
レ
ト
モ
、
今
日
ノ
実
行
ニ
カ
ヽ
リ
テ
セ
ン
方

ナ
キ
ナ
リ
。）

　

ミ
ナ
カ
ヽ
ル
モ
ノ
ナ
リ
。
コ
レ
ヲ
以
テ
ソ
ノ
人
ヲ
非ソ
シ

ル
ベ
カ
ラ

ズ
。
今
王
公
ニ
上
疏
ス
ル
ニ
、
遠
ク
三
代
ノ
制
度
ヲ
引
テ
論
ヲ
立

ル
寸
ハ
、
一
モ
用
ラ
ザ
ル
ナ
リ
。
今
近
ク
当
世
ノ
俗
ニ
ヨ
ラ
ザ
レ

ハ
ア
タ
ハ
ザ
ル
ナ
リ
。
コ
ト
ニ
今
ノ
有あ
り

サ
マ
ノ
制
度
・
政
法
ヲ
ノ

ベ
テ
、
ソ
ノ
弊
害
ヲ
云い
ひ
た
つ立

ル
ヲ
ヤ
、
当
世
ヲ
以
テ
セ
ズ
ン
バ
ア
ル

ベ
カ
ラ
ザ
ル
ナ
リ
㉔
。
竹
山
先
生
ノ
越
公
㉕
ニ
上
ラ
ル
ヽ
草
茅
危

言
㉖
・
履
軒
先
生
ノ
ア
ラ
マ
ホ
シ
㉗
・
如に
よ

来ら
い

先
生
ノ
野の

芹せ
り

㉘
ノ
ル

イ
、
ミ
ナ
コ
レ
ナ
リ
。
コ
レ
ヲ
以
テ
ヨ
ク
考
フ
ル
寸
ハ
、
三
代
ノ

治
ハ
三
代
ノ
人
ニ
施
ス
ベ
シ
。
六
朝
ノ
治
ハ
六
朝
ノ
人
ニ
施
ス
ベ

シ
。
宋
明
ノ
治
ハ
宋
明
ノ
人
ニ
施
ス
ベ
シ
。
我
邦
上
古
ノ
治
ハ
上

古
ノ
人
ニ
施
シ
、
中
古
ノ
治
ハ
中
古
ノ
人
ニ
施
シ
、
鎌
倉
・
室

町
・
織
田
・
豊
臣
ノ
治
ハ
鎌
倉
・
室
町
・
織
田
・
豊
臣
ノ
人
ニ
施

シ
、
当
世
ノ
治
ハ
当
世
ノ
人
ニ
施
ス
ベ
シ
。
只た
だ

ソ
ノ
中
ニ
善
ヲ

ス
ヽ
メ
悪
ヲ
コ
ラ
シ
、
害
ヲ
除ノ
ゾ

キ
利
ヲ
興
シ
、
沿
革
㉙
・
損
益
ス

ル
コ
ト
ハ
、
十
世
ト
云
ド
モ
、
ミ
ナ
ソ
人
㉚
時
所
位
ニ
応
ジ
テ
施

（ 56 ）



ス
ベ
キ
ノ
ミ
。
然
レ
ハ
則
、
十
世
ノ
後
ト
イ
ヘ
ド
モ
明
ラ
カ
ニ
知

ベ
キ
コ
ト
ナ
リ
。
イ
ヅ
レ
ニ
モ
六
経
・
歴
史
ニ
通
ジ
、
仁
義
・
刑

政
ト
㉛
法
ヲ
シ
ラ
ズ
シ
テ
政
ヲ
ス
ル
コ
ト
ハ
、
万
民
ヲ
推
テ
溝
中

ニ
陥
ヲ
ト
シ
イル

ヽ
モ
ノ
ナ
リ
㉜
。
ユ
ヘ
ニ
必
シ
モ
書
ヲ
讀
ザ
ル
人
ニ
政

ヲ
ト
ラ
シ
ム
ル
コ
ト
ナ
カ
レ
。

【
注
】

①�

漢
の
桓
寛
著
。
前
漢
・
武
帝
が
行
な
っ
た
塩
・
鉄
の
専
売
制
の

是
非
に
つ
い
て
、
昭
帝
の
命
令
で
行
わ
れ
た
議
論
を
編
集
し
た

書
。

②�

政
治
上
の
は
か
り
ご
と
。

③�

王
道
は
道
徳
に
よ
っ
て
天
下
を
治
め
る
こ
と
。『
孟
子
』
梁
恵

王
上
「
養
生
喪
死
無
憾
、
王
道
之
始
也
（
生
を
養
ひ
死
を
喪
ら

ひ
憾
み
無
き
は
王
道
の
始
め
な
り
）」
な
ど
。

④�

『
史
記
』
孟
子
列
伝
「
梁
恵
王
不
果
所
言
、
則
見
以
為
迂
遠
而

闊
於
事
情
（
梁
恵
王
、
言
ふ
所
を
果
た
さ
ず
、
則
ち
見
て
以お

も為

へ
ら
く
迂
遠
に
し
て
事
情
に
闊う
と

し
と
）」。
岩
波
「
遠
ル
ト
云
」。

⑤�

『
孟
子
』
離
婁
上
「
徒
善
不
足
以
為
政
、
徒
法
不
能
以
自
行

（
徒
善
、
以
て
政
を
為
す
に
足
ら
ず
、
徒
法
、
以
て
自
ら
行
ふ

能
は
ず
）」。
形
ば
か
り
で
実
際
に
役
立
た
な
い
法
や
制
度
を
い

う
。

⑥�

岩
波
「
也
」。

⑦�

岩
波
「
也
」。

⑧�

岩
波
「
用
ヒ
」。

⑨�

『
大
学
』「
欲
正
其
心
者
、
先
誠
其
意
」。
心
を
正
し
く
し
よ
う

と
す
る
に
は
、
意
志
を
真
心
の
こ
も
っ
た
も
の
に
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

⑩�

『
大
学
』「
壱
是
以
修
身
為
本
」。
身
を
修
め
る
こ
と
こ
そ
、
す

べ
て
の
始
ま
り
で
あ
る
。

⑪�

岩
波
頭
注
に
「
底
本
『
イ
タ
ラ
ザ
ル
コ
ト
モ
』」
と
あ
る
が
、

関
大
本
は
「
イ
ク
ラ
モ
」。

⑫�

『
論
語
』
衛
霊
公
篇
「
顔
淵
問
為
邦
、
子
曰
、
行
夏
之
時
、
乗

殷
之
輅ろ

、
服
周
之
冕
、
楽
則
韶
舞
、
放
鄭
声
、
遠
佞
人
（
顔

淵 

邦
を
為
め
ん
こ
と
を
問
ふ
。
子
曰
く
、
夏
の
時
を
行
な

ひ
、
殷
の
輅
に
乗
り
、
周
の
冕
を
服
し
、
楽
は
則
ち
韶
舞
し
、

鄭
声
を
放
ち
、
佞
人
を
遠
ざ
け
よ
）」。「
夏
之
時
」
は
夏
の
暦
、

「
殷
之
輅
」 

は
殷
代
の
質
素
な
車
。「
周
之
冕
」
は
周
代
の
上

に
板
が
つ
い
て
前
後
に
ふ
さ
の
垂
れ
た
立
派
な
冠
。「
韶
」 

は

舜
が
作
っ
た
舞
い
。「
鄭
声
」
は
鄭
の
み
だ
ら
な
音
楽
を
い
う
。

⑬�
岩
波
「
也
」。

⑭�
夏
・
殷
・
周
を
い
う
。

⑮�

岩
波
「
年
代
ノ
」。

⑯�

岩
波
「
故
」。

⑰�

岩
波
「
也
」。

（ 57 ）



⑱�

熊
沢
蕃
山
の
著
。

⑲�
荻
生
徂
徠
の
著
。
将
軍
吉
宗
の
諮
問
に
答
え
た
も
の
。

⑳�
太
宰
春
台
の
著
。

㉑�

熊
沢
蕃
山
（
一
六
一
九
ー
一
六
九
一
）。
中
江
藤
樹
に
陽
明
学

を
学
び
、
岡
山
藩
に
仕
え
た
。

㉒�

荻
生
徂
徠
（
一
六
六
六
ー
一
七
二
八
）。
本
姓
を
物
部
氏
と
い

う
。
古
文
辞
学
を
唱
え
た
。

㉓�

太
宰
春
台
（
一
六
八
〇
ー
一
七
四
七
）。
荻
生
徂
徠
に
学
ぶ
。

㉔�

岩
波
「
也
」。

㉕�

松
平
越
中
守
定
信
。

㉖�

中
井
竹
山
著
。

㉗�

中
井
履
軒
著
。

㉘�

細
井
平
洲
（
如
来
）
著
の
『
献
芹
録
』。
尾
張
侯
へ
の
節
倹
の

政
策
を
献
言
。

㉙�

従
来
通
り
に
す
る
こ
と
と
変
革
す
る
こ
と
と
。
移
り
変
わ
り
。

㉚�

岩
波
「
ソ
ノ
」。

㉛�

岩
波
「
ノ
」。

㉜�

『
孟
子
』
万
章
上
に
「
思
天
下
之
民
、
匹
夫
匹
婦
、
有
不
被
堯

舜
之
沢
者
、
若
己
推
而
内
之
溝
中
（
思
ふ
に
、
天
下
の
民
、
匹

夫
匹
婦
も
、
堯
舜
の
沢
を
被
ら
ざ
る
者
有
れ
ば
、
己
お
の
れ

推
し
て

之
を
溝
中
に
内い

る
る
が
若
し
）」。

【
現
代
語
訳
】

　
『
塩
鉄
論
』
は
政
略
的
な
書
物
で
は
あ
る
が
、
現
実
の
政
治
に

合
わ
せ
て
実
行
す
る
に
は
、
こ
う
で
な
け
れ
ば
で
き
な
い
も
の
で

あ
る
。
す
で
に
漢
以
後
の
政
治
で
は
王
道
は
行
わ
れ
な
く
な
っ

た
。
孟
子
は
王
道
を
説
い
た
。
当
時
の
人
は
み
な
、
孟
子
の
説
は

遠
回
し
で
事
実
に
当
て
は
ま
ら
な
い
と
見
な
し
た
。
ま
し
て
後
世

に
お
い
て
は
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
後
世
に
お
い
て
は
む
だ
に
王
道

を
説
い
た
と
し
て
も
、
形
ば
か
り
で
実
際
に
役
立
た
な
い
法
や
制

度
で
あ
る
か
ら
、
実
行
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
儒
学
を
学
ぶ
者

は
み
な
空
論
を
吐
い
て
、
現
実
に
施
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
だ
か

ら
、
人
道
・
世
道
と
仁
義
の
道
と
は
別
の
も
の
と
な
っ
た
。
今
、

物
事
を
取
り
上
げ
て
、
王
道
を
実
行
に
施
そ
う
と
す
る
。
そ
れ

は
、
今
の
風
俗
を
修
復
さ
せ
る
だ
け
で
あ
る
。
む
だ
に
王
道
を
用

い
て
は
、
人
情
と
し
て
は
服
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
実
施
で
き

な
け
れ
ば
止
め
る
べ
き
で
あ
る
。

　

実
際
に
行
な
っ
て
政
治
を
し
よ
う
と
す
る
と
、
今
の
風
俗
に
し

た
が
い
、
今
の
や
り
方
を
中
心
に
し
て
、
過
ぎ
た
る
を
減
ら
し
、

足
ら
な
い
の
を
補
い
、
絶
え
た
の
を
継
続
し
、
消
え
た
の
を
再
興

し
、
華
美
と
驕
り
を
取
り
除
き
、
学
問
と
武
道
を
修
め
、
何
年
も

か
け
て
実
行
し
、
そ
う
し
て
風
俗
を
変
易
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
の
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
急
い
で
風

俗
を
変
え
よ
う
と
す
る
と
、
人
情
に
逆
ら
っ
て
、
か
え
っ
て
弊
害
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を
招
く
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
儒
者
た
る
も
の
は
、
常
に
腕
を
さ

す
っ
て
、
天
下
は
手
の
ひ
ら
の
中
に
あ
る
か
ら
治
め
る
こ
と
が
で

き
る
と
大
声
で
い
い
、
自
身
に
政
治
を
授
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
れ

ば
、
急
に
風
俗
に
合
わ
な
い
新
し
い
政
治
を
実
施
し
て
、
弊
害
を

招
く
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
俗
に
従
い
、
古
い
や
り
方
に

よ
っ
て
、
だ
ん
だ
ん
に
善
政
に
移
し
て
い
く
ほ
う
が
よ
い
。
ま

た
、
人
に
人
を
治
め
さ
せ
る
方
法
は
、
そ
の
人
が
ふ
さ
わ
し
け
れ

ば
政
治
が
向
上
し
、
そ
の
人
が
ふ
さ
わ
し
く
な
け
れ
ば
政
治
は
廃

れ
る
。
た
だ
こ
れ
は
治
め
る
人
が
い
て
、
治
め
る
法
が
な
い
だ
け

で
あ
る
。
無
理
に
聖
人
が
法
制
に
従
う
こ
と
に
も
及
ば
な
い
。

　

聖
人
の
法
を
用
い
な
け
れ
ば
で
き
な
い
こ
と
は
、
正
心
・
誠

意
・
修
身
の
こ
と
で
あ
る
。
天
下
国
家
を
治
め
る
法
は
、
時
代
に

従
う
良
法
が
い
く
ら
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。
孔
子
も
顔
淵
に
次
の
よ

う
に
告
げ
て
お
ら
れ
る
で
は
な
い
か
、「
殷
の
乗
り
物
に
乗
り
、

夏
の
暦
を
用
い
、
周
の
冠
を
着
け
よ
」
と
。
お
し
な
べ
て
古
代
の

制
度
に
こ
だ
わ
る
こ
と
は
な
い
。
中
国
古
代
の
三
代
の
時
代
と
今

の
日
本
と
は
、
も
と
も
と
土
地
の
隔
た
り
が
五
百
里
あ
り
、
年
代

は
三
千
年
遅
れ
て
い
る
か
ら
、
三
代
の
法
を
用
い
る
必
要
が
あ
ろ

う
か
。
故
に
『
史
記
』
の
八
書
に
始
ま
る
歴
史
の
志
書
は
、
ど
れ

も
そ
の
世
代
の
風
俗
・
法
制
を
あ
げ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。『
塩

鉄
論
』
の
よ
う
な
も
の
は
、
そ
の
時
代
の
政
治
の
あ
り
方
・
制
度

を
正
し
た
も
の
だ
か
ら
、
三
代
の
風
に
は
合
わ
な
い
の
で
あ
る
。

後
世
の
儒
家
が
だ
ん
だ
ん
と
そ
の
時
の
政
治
の
優
れ
た
点
、
劣
っ

た
点
を
挙
げ
て
論
じ
て
い
る
の
を
み
る
と
、
そ
の
書
に
お
い
て
は

王
道
に
つ
い
て
は
一
言
も
言
わ
ず
、
た
だ
そ
の
時
の
政
治
を
挙
げ

て
こ
の
よ
う
に
改
革
し
た
い
と
い
う
に
過
ぎ
な
い
。『
大
学
或
問
』

『
政
談
』『
経
済
録
』
の
類
で
そ
れ
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。（
欄

外
：
熊
沢
蕃
山
・
荻
生
徂
徠
・
太
宰
春
台
と
い
っ
た
人
び
と
は
王

道
を
行
な
い
た
い
こ
と
は
や
ま
や
ま
で
、
口
で
も
論
じ
論
説
で
も

挙
げ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
現
実
の
実
行
に
つ
い
て
は
や
り
よ
う
が

な
い
。）
み
な
そ
う
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
で
そ
の
人
を

非
難
し
て
は
い
け
な
い
。
今
、
身
分
の
高
い
人
に
上
疏
す
る
の

に
、
は
る
か
昔
の
三
代
の
制
度
を
引
い
て
論
を
立
て
る
と
き
は
、

一
つ
も
用
い
ら
れ
な
い
。
今
の
身
近
な
現
在
の
風
俗
に
頼
ら
な
け

れ
ば
該
当
し
な
い
。
こ
と
に
今
の
あ
り
の
ま
ま
の
制
度
や
政
治
方

法
を
述
べ
て
、
そ
の
弊
害
を
言
い
立
て
る
と
、
現
在
を
も
っ
て
実

行
し
な
け
れ
ば
あ
り
え
な
い
。
竹
山
先
生
が
越
公
松
平
定
信
に
献

上
し
た
『
草
茅
危
言
』・
履
軒
先
生
の
『
ア
ラ
マ
ホ
シ
』・
細
井
平

洲
先
生
の
『
献
芹
録
』
の
類
は
、
み
な
こ
れ
に
当
た
る
。
こ
れ
を

も
っ
て
よ
く
考
え
る
と
、
三
代
の
治
は
三
代
の
人
に
施
す
べ
き
で

あ
り
、
六
朝
の
政
治
は
六
朝
の
人
に
施
す
べ
き
で
あ
る
。
宋
明
の

政
治
は
宋
明
の
人
に
施
す
べ
し
。
我
が
国
の
上
古
の
政
治
は
上
古

の
人
に
施
し
、
中
古
の
政
治
は
中
古
の
人
に
施
し
、
鎌
倉
・
室

町
・
織
田
・
豊
臣
の
政
治
は
鎌
倉
・
室
町
・
織
田
・
豊
臣
の
人
に
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施
し
、
現
代
の
政
治
は
現
代
の
人
に
施
す
べ
き
で
あ
る
。
た
だ
、

そ
の
中
に
善
を
す
す
め
悪
を
こ
ら
し
め
、
害
を
除
き
利
を
起
こ

し
、
古
い
こ
と
に
従
い
革
新
し
、
減
ら
し
た
り
増
や
し
た
り
す
る

こ
と
は
、
十
代
続
い
た
家
で
も
、
み
な
そ
の
時
と
所
と
地
位
に
応

じ
て
施
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
十
代
後
の
時
代
で
も
明

ら
か
に
知
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
ど
れ
に
お
い
て
も
六
経
や
歴
史

に
通
じ
、
仁
義
や
刑
政
の
法
を
知
ら
な
い
で
政
治
を
す
る
こ
と

は
、
万
民
を
押
し
て
溝
の
中
に
陥
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、

必
ず
書
を
読
ま
な
い
人
に
政
治
を
執
ら
せ
て
は
い
け
な
い
。

二
十
二　
《
大
道
と
小
道
》

　

経
書
ハ
己お
の
れヲ
脩
メ
人
ヲ
治
ム
ル
ノ
教
ニ
シ
テ
、
学
者
ノ
第
一
ニ

学
ブ
ヘ
キ
コ
ト
ハ
勿も
ち
ろ
ん論
ナ
リ
。
コ
レ
人
タ
ル
ノ
大
道
コ
ノ
外
ニ
何

ヲ
カ
求
メ
ン
。
コ
レ
ニ
継ツ
ク

モ
ノ
ハ
歴
史
ナ
リ
。
歴
史
ヲ
以
テ
古
今

ノ
興
廃
ヲ
考
ヘ
、
善
ハ
興
リ
悪
ハ
廃
シ
、
ミ
ナ
コ
レ
経
書
ノ
教
ヘ

ヲ
事
実
ニ
證
ス
ル
ナ
リ
①
。
天
文
ハ
天
地
ノ
原
ヲ
サ
グ
リ
、
ス
ベ

テ
天
下
国
家
ノ
由よ
つ

テ
来き
た

ル
処
ノ
国イ
ン

②
ヲ
知
リ
テ
身
ヲ
保
ツ
ノ
要
③

ヲ
考
フ
ベ
シ
。
字
学
④
文
章
用
辨
ノ
コ
ト
ニ
施
ト
イ
ヘ
ド
モ
大
テ

イ
ニ
テ
ヨ
カ
ル
ベ
シ
。
書
筆
ハ
一
芸
⑤
ナ
リ
。
三
ツ
ノ
モ
ノ
ハ
用

ヲ
辨
ジ
テ
足
レ
リ
ト
ス
ベ
シ
。
遠
キ
ヲ
致
サ
バ
泥
ム
ベ
シ
⑥
。（
欄

外
：
韻
鏡
家
⑦
、
詩
文
家
、
筆
道
家
ハ
ミ
ナ
儒
中
ノ
一
芸
ナ
リ
。

径
済
家
⑧
ヲ
以
テ
大
ト
ス
ベ
シ
。）
詩
学
ハ
音
楽
ト
同
ジ
ク
学
者

ノ
慰イ
ロ
ウ弄

⑨
ナ
リ
。
ソ
ノ
業
ニ
ア
ラ
ザ
レ
バ
泥
マ
ザ
ル
ヲ
専
ト
ス
ベ

シ
。
歌
学
モ
亦
同
ジ
。
我
邦
古
ヘ
ヨ
リ
歌
ヲ
以
テ
縉
紳
家
⑩
ノ
学

ト
シ
テ
歌
ニ
ナ
ヅ
ミ
テ
事
ヲ
誤
ル
ノ
コ
ト
多
シ
。
ツ
イ
ニ
権
柄
⑪

武
家
ニ
ウ
ツ
ル
モ
ノ
ハ
、
歌
学
ソ
ノ
俑ヨ
ウ

⑫
ヲ
ナ
ス
ナ
リ
。
ソ
レ
ヨ

リ
下
リ
テ
兵
学
・
算
学
・
医
学
ニ
至
リ
テ
ハ
、
一
家
ノ
学
ナ
レ
ド

モ
中
ニ
モ
兵
学
ハ
国
家
ノ
廃は
い
すベ

カ
ラ
ザ
ル
モ
ノ
カ
。
射
御
⑬
ハ
六

芸
⑭
ノ
内
ト
イ
ヘ
ド
モ
兵
学
ニ
属ゾ
ク

ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
。
六
芸
ト
云
モ

ノ
本
ヨ
リ
小
道
ニ
シ
テ
儒
学
ニ
対
ス
ベ
キ
モ
ノ
ニ
ア
ラ
ズ
。
文
学

中
ニ
属ぞ
く

ス
ル
モ
ノ
ト
云
テ
シ
カ
ラ
ン
。
ソ
ノ
余
ノ
小
道
ハ
尚
サ
ラ

ノ
コ
ト
ナ
リ
。
学
者
大
道
ヲ
学
ビ
テ
小
道
ニ
泥
ム
ベ
カ
ラ
ズ

【
注
】

①�

岩
波
「
也
」。

②�

岩
波
「
因イ
ン

」。

③�

岩
波
「
至
」。
頭
注
に
「
諸
本
『
要
』」
と
す
る
。

④�

文
字
の
学
。

⑤�

大
道
に
対
し
て
枝
葉
な
技
芸
。

⑥�
『
論
語
』
子
張
篇
「
子
夏
曰
、
雖
小
道
必
有
可
観
者
焉
、
致
遠

恐
泥
（
子
夏
曰
く
、
小
道
と
雖
も
必
ず
観
る
べ
き
者
有
り
。
遠

き
を
致
さ
ん
に
は
泥
ま
ん
こ
と
を
恐
る
）」。

⑦�

韻
鏡
は
唐
末
の
音
韻
学
の
書
。
そ
こ
か
ら
音
韻
を
研
究
す
る
人
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を
い
う
。

⑧�
岩
波
「
経
済
家
」。
経
済
は
「
経
世
済
民
」
の
略
語
で
、
政
治

を
意
味
す
る
。

⑨�

心
を
休
ま
せ
、
く
つ
ろ
げ
さ
せ
る
。

⑩�

縉
は
は
さ
む
、
紳
は
大
帯
。
中
国
で
は
昔
、
官
吏
は
笏
を
大
帯

に
は
さ
ん
で
い
た
こ
と
か
ら
、
上
流
の
人
を
い
う
。
こ
こ
で
は

公
家
。

⑪�

政
治
を
行
な
う
権
力
。
権
勢
。

⑫�

『
孟
子
』
梁
恵
王
上
に
、
俑
（
木
や
土
で
作
っ
た
人
形
）
を
副

葬
品
と
し
て
埋
め
る
風
習
を
孔
子
が
憎
ん
だ
と
い
う
話
が
出
て

く
る
。
こ
こ
か
ら
、
よ
く
な
い
こ
と
を
始
め
る
の
意
。

⑬�

弓
術
と
馬
車
を
操
る
術
。

⑭�

周
代
に
士
の
教
養
と
さ
れ
た
六
種
の
技
芸
。
礼
・
楽
・
射
・

御
・
書
・
数
。

【
現
代
語
訳
】

　

経
書
は
自
身
を
修
め
、
人
を
統
治
す
る
教
え
が
述
べ
ら
れ
て
お

り
、
学
問
を
す
る
も
の
が
第
一
に
学
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
は

い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
れ
は
人
と
し
て
の
大
道
で
あ
り
、
こ
れ
以

外
に
何
を
求
め
よ
う
か
。
こ
れ
に
継
ぐ
も
の
は
歴
史
で
あ
る
。
歴

史
を
も
っ
て
古
今
の
盛
衰
を
考
え
、
善
は
興
り
悪
は
廃
れ
る
こ
と

は
、
み
な
経
書
の
教
え
を
事
実
に
お
い
て
証
明
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
天
文
は
天
地
の
根
源
を
探
り
、
す
べ
て
の
天
下
国
家
の
由
来

と
な
る
原
因
を
知
っ
て
、
身
を
保
つ
要
点
を
考
え
る
べ
き
で
あ

る
。
文
字
学
は
有
用
な
も
の
で
あ
る
が
、
お
お
よ
そ
の
こ
と
で
よ

い
だ
ろ
う
。
書
は
一
つ
の
技
芸
で
あ
る
。
三
つ
あ
れ
ば
用
を
す
ま

せ
て
足
り
る
と
す
べ
き
で
あ
る
。
遠
い
目
標
を
目
指
せ
ば
こ
だ
わ

り
が
出
て
く
る
。

（
音
韻
研
究
家
、
詩
文
家
、
書
道
家
は
ど
れ
も
儒
学
の
中
の
一
技

芸
で
あ
る
。
政
治
家
を
大
と
す
べ
き
で
あ
る
。）

　

詩
学
は
音
楽
と
同
様
、
学
者
の
な
ぐ
さ
み
で
あ
る
。
そ
れ
を
本

業
と
し
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
、
こ
だ
わ
ら
な
い
こ
と
を
守
る
べ

き
で
あ
る
。
歌
学
も
ま
た
同
じ
で
あ
る
。
我
が
国
で
は
昔
か
ら
、

歌
を
公
家
の
学
と
し
て
歌
に
拘
泥
し
て
物
事
を
誤
る
こ
と
が
多

か
っ
た
。

　

政
治
権
力
が
武
家
に
移
っ
た
の
は
、
歌
学
が
き
っ
か
け
で
あ
っ

た
。
そ
れ
以
後
、
兵
学
・
算
学
・
医
学
に
至
っ
て
は
、
一
家
の
学

で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
中
で
も
兵
学
は
国
家
に
と
っ
て
廃
絶
で
き

な
い
も
の
と
い
え
よ
う
。
射
御
の
術
は
六
芸
の
内
で
は
あ
る
が
、

兵
学
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
六
芸
と
い
う
も
の
も
本
来
小
道
で

あ
っ
て
、
儒
学
に
対
立
す
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
文
学
中
に

属
す
る
も
の
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
の
他
の
小
道
は
な
お
さ

ら
で
あ
る
。
学
者
は
大
道
を
学
ん
で
小
道
に
こ
だ
わ
っ
て
は
い
け

な
い
。
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二
十
三 

《
大
部
の
書
》

近
世
大
部
ノ
書
、
ダ
ン
〳
〵
ニ
出い

で

テ
、
学
者
ノ
迷
乱
ヲ
ナ
ス
。
シ

カ
ル
ニ
大
部
ノ
書
ヨ
ミ
ツ
ク
ス
ベ
カ
ラ
ズ
。
唯た
だ

事
実
・
句
章
ヲ
穿せ
ん

鑿さ
く

ス
ル
ニ
備
フ
ル
ノ
ミ
。
大
部
ハ
殊こ
と

ニ
杜ず

撰さ
ん

・
繁
雑
多
シ
。
本も
と

ヨ

リ
其
処
ナ
リ
。
今
ノ
学
者
何
ホ
ド
博
識
強
記
ト
イ
ヘ
ド
モ
、
有あ
ら

ユ

ル
書し
よ

目も
く

ダ
ニ
モ
ツ
ク
ス
ベ
カ
ラ
ズ
。
イ
ハ
ン
ヤ
浅
学
柔ジ
ウ
セ
ン輭

①
ヲ
ヤ
。

【
注
】

①�

輭
は
軟
の
本
字
。
慣
用
的
に
「
な
ん
」
と
読
む
が
、
旁
は
「
せ

ん
」
と
い
う
字
な
の
で
、
漢
音
で
は
「
ぜ
ん
」
と
読
む
。
底
本

で
は
「
セ
ン
」
と
フ
リ
ガ
ナ
を
つ
け
て
い
る
。

【
現
代
語
訳
】

　

近
世
に
な
っ
て
大
部
な
書
物
が
だ
ん
だ
ん
出
て
き
て
、
学
者
を

迷
わ
せ
て
い
る
。
し
か
し
、
大
部
な
書
は
読
み
尽
く
す
こ
と
が
で

き
な
い
。
た
だ
事
実
や
字
句
を
探
す
の
に
備
え
る
だ
け
だ
。
大
部

な
書
物
は
と
り
わ
け
ず
さ
ん
で
煩
雑
な
も
の
が
多
い
。
も
と
も
と

そ
こ
が
問
題
で
あ
る
。
今
の
学
者
は
い
か
に
博
学
で
記
憶
に
優
れ

て
い
る
と
い
っ
て
も
、
あ
ら
ゆ
る
書
名
を
知
り
尽
く
す
こ
と
は
で

き
な
い
。
ま
し
て
浅
学
で
基
礎
の
で
き
て
い
な
い
場
合
は
な
お
さ

ら
で
あ
る
。

�

（「
雑
書
篇
」
了
）
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